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１．計画策定の背景 
  建物の老朽化等による周辺への悪影響がある空家の増加が社会問題化しているため、平成２７年５月に空家等対策の推進に関する特別措置法（以下、「法」という）が完全施行されました。一方、大阪府では平成２８年度

に「空家総合戦略・大阪」を策定し、総合的な空家対策に取り組んでおり、府内の全市町村に対して平成３０年度までに空家等対策計画の策定を求めています。 

  本市においても、空家等に対する相談が多く寄せられており、今後、空家等がいっそう増加していくことが見込まれることから、河内長野市空家等対策計画を策定し、体系的に空家等対策を実施するものです。 

２．計画策定の目的等                            ４．空家等の現状 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３．空家等対策計画の策定に向けて 

（１）目的 

・空家等が増加すると、地域コミュニティの衰退や地域の安全・安心や景観を損なうことに繋がり

ます。このため、空家等に対する施策を体系的にまとめ、空家等の予防・保全、適正管理、利活

用を効果的に実施することを目的とします。 

（５）計画の対象とする空き家・空き地 
・法第２条第１項に規定する空家等（建築物又はこれに附

属する工作物であって居住その他の使用がなされていな

いことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土

地に定着する物を含む）をいう。ただし、国又は地方公

共団体が所有し、又は管理するものを除く。）を対象とし

ます。なお、空家等発生の未然防止・住宅等の適正管理

については、居住・使用中から啓発等に取り組む必要が

あります。 

・空き地については、きれいなまちづくり条例に基づき適

正管理を促進します。 

（４）対象区域 

・市内全域 

・開発団地を重点検討区域と 

します。 

（２）位置付け 

・河内長野市空家等対策計画は法第６条第 1 項に定める「空家等対策計画」であり、国の住生活

基本計画や大阪府の空家総合戦略・大阪、本市の第５次総合計画や住宅マスタープランとの整

合、他分野の各種個別計画とも連携した空家等に関する対策計画とします。 

 

（３）計画期間 

・平成３１年度～４０年度 

・中間年次において、必要に応

じて見直しを行います。 

（１）空家等の状況 

・平成 25 年住宅・土地統計調査によ

ると、河内長野市の空家率は 9.6％

であり、全国の 13.5％や大阪府の

14.8％と比較して低くなっていま

す。 

・空家のうち、二次的住宅・賃貸・売

却用の住宅を除く放置空家になり

やすい「その他の住宅」が 37.8％を

占めており、その約 9割が一戸建て

住宅となっています。 

 

出典：平成 25年住宅・土地統計調査 

出典：河内長野市（平成 30年 9月末時点） 出典：平成 25年住宅・土地統計調査 

（２）市への相談件数等 
・市への通報・相談があった 298件の内、「草・立木竹」に関するものが 237件を占めています。 

・法などによる助言等を行った 256件の内、改善が見られないものが 125件を占めています。 

・平成 25年住宅・土地統計調査によると、空家の内、腐朽・ 

破損があるものが 15.4％を占めています。 

・本市では、空家等の敷地内の草木の管理不全が喫緊の 

課題であることがうかがえます。 

 

内容 通報・相談
法や条例の規
定による助言・
指導などの実施

助言・指導など
による改善

助言・指導など
継続中

建築物・工作物 53 52 17 35
草・立木竹（法） 140 117 59 58
草・立木竹（条例） 97 79 48 31

害虫・ごみ 8 8 7 1
合計 298 256 131 125

3,630 3,870
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空家数河内長野市 空き家率河内長野市 空き家率全国 空き家率大阪府

戸数 割合 戸数 割合

690 15.4 3,780 84.6

総数 530 27.5 1,400 72.5

木造 530 30.5 1,200 69.0

非木造 - - 190 100.0

総数 160 6.3 2,390 94.1

木造 60 23.1 200 76.9

非木造 90 3.9 2,190 96.1

総数

一戸建て

長屋建て・
共同住宅・
その他

腐朽・破損の状況

腐朽･破損あり 腐朽･破損なし

・平成 30 年度中の空家等対策計画の策定に向け、平成 29 年度において空家等の現状と課題の整理

のため、下記の通り調査等を行いました。 

 ○住宅・土地統計調査による住宅事情の整理 

 ○高齢者向けアンケートの実施 

 ○空家等所有者に対するアンケートの実施 

 ○空家等の将来発生件数の推計 

 ○自治会等意見交換会の実施 

・また、上記を基に、学識経験者や公募市民等による空家等対策協議会、庁内関係課による空家等

対策計画策定委員会を、それぞれ 3 回ずつ開催しました。 

戸数 戸数 割合 戸数 割合 戸数 割合 戸数 割合 戸数 割合

41,790 4,470 100.0 190 4.3 2,240 50.1 360 8.1 1,690 37.8

総数 30,310 1,930 100.0 190 9.8 - - 230 11.9 1,510 78.2

木造 24,290 1,740 100.0 120 6.9 - - 230 13.2 1,390 79.9

非木造 6,010 190 100.0 70 36.8 - - - - 120 63.2

総数 11,470 2,540 100.0 - - 2,240 88.2 130 5.1 180 7.1

木造 390 260 100.0 - - 170 65.4 - - 90 34.6

非木造 11,080 2,280 100.0 - - 2,070 90.8 130 5.7 80 3.5

二次的住宅 賃貸用の住宅 売却用の住宅 その他の住宅

総数

一戸建て

長屋建て・
共同住宅・
その他

住宅
総数

空き家総数
空き家の種類居住世帯 

ありの 
住宅総数 

パブリックコメント意見募集 無料配布用（ご自由にお持ち帰りください） 河内長野市空家等対策計画【概要版】（素案）について 
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５．空家等の実態調査   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）空家等の将来推計 

・全市の世帯数は 10 年後に現在の 95％、20 年後に現在の 79％

程度と推計されます。 

・世帯数が多く市全体への影響が大きい「開発団地」の減少率は

高く、今後、空家等総数の加速度的な増加、開発年度の古い開

発団地における空家等問題の深刻化が懸念されます。 

【問５②：維持管理の頻度】 

・15.9％の方が「1年に 1回程度

以下」と回答しています。 

（２）実態調査アンケートの結果 

①空家等所有者向けアンケート結果（抜粋） 

 

 

【問５④：維持管理での悩み】 

・「特に困っていない」との回答が最も多く、次いで

「現居住地からの距離が遠い」「管理の手間が大変

で充分な対応が困難」の順となっています。 

【問７②：専門家に相談したいこと】 

・「空家等を売却する場合の費用(収入・支出)

や進め方」との回答が最も多く、38件となっ

ています。 

（２）アンケート調査 

①空家等所有者向けアンケート 

・市内にある空家等の所有者 300 人を抽出し、アンケート

を実施しました。 

・回答者数 113人、回答率 37.7％ 

②市内居住者向けアンケート 

・高齢者のみ世帯の市内居住者 1,500 人を無作為抽出し、

アンケート調査を実施しました。 

・回答者数 819人、回答率 54.6％ 

実態調査の概要 

 

（１）空家等の将来推計 

・平成 30年 3月末時点の住民の平均余命（自然動態）から

みた空家発生予測数と直近 5年間の転入転出（社会動態）

の状況を勘案し、10年後、20年後の値を推計します。 

【問１：建物の利用状況】 

・「利用していない」が 37.3％

を占めています。 

【問２④：現在の居住地】 

・回答者の 70.8％が、河内長野市

外に居住しています。 

・大阪府外は 24.0％、関西圏外は

14.6％となっています。 

【問３③：空家等になった原因】 

・回答が多い順に「市外の別の

住宅に転居した」「相続した

が利用していない」となって

います。 

【問３④：空家等になってからの 

経過年数】 

・59.0％の方が「5 年以上」と回

答しています。 

利用し

ていな

い

37.3%

人に貸し

ている

4.5%
週末や休暇時に寝泊りす

るセカンドハウス等として

利用している

16.4%

倉庫・物置

として利用

している

20.0%

居住用、店舗、

事務所等として

利用している

10.9%

その他

10.9%

有効回答者数：109人

回答総数：110件

河内長野

市内

29.2%

大阪府内の

河内長野市外

46.8%

大阪府

外の関

西圏内

9.4%

関西圏外

14.6%

有効回答者数

：96人

1年未満

7.4%

1年以上

5年未満

32.5%

5年以上

10年未満

28.4%

10年以上

20年未満

24.2%

20年以上

30年未満

3.2%

30年以上

3.2%

わからない

1.1%

有効回答者数

：95人

市内の別の住

宅に転居した

10.8%

市外の別の住

宅に転居した

25.5%

施設等に

入居した

3.9%

入院や転勤による長期不在

2.0%

相続したが利

用していない

23.5%

買い手・借り手が

見つからない

10.8%

もともと別荘・セ

カンドハウス、倉

庫・物置等とし

て取得したため

13.7%

その他

9.8%

有効回答者数：96人

回答総数：102件

週に1回程度

18.2%

月に1回程度

39.8%

半年に1回程度

26.1%

1年に1回

程度

8.0%

数年に1回程度

4.5%

ほとんど何も

していない

3.4%

有効回答者数

：88人

住宅地の特性 平成 30年 3
月末世帯数 

10年後 
(対平成 30年 3月末) 

20年後 
(対平成 30 年 3 月末) 

開 発団地 17,990 93.5% 73.4% 

 日東町 712 86.7% 53.8% 

 南青葉台 821 87.0% 51.6% 

 荘園町 686 87.0% 52.3% 

 大師町 573 90.4% 60.9% 

 緑ヶ丘 1,609 94.5% 65.8% 

 旭ヶ丘 654 88.5% 56.0% 

 北青葉台 1,145 91.1% 71.9% 

 南ケ丘 633 98.1% 75.8% 

 大矢船 1,735 98.7% 80.3% 

 楠ケ丘 989 92.1% 73.2% 

 南花台(3丁目以外) 2,415 91.1% 71.7% 

 桐ケ丘 300 93.7% 75.7% 

 美加の台 2,998 95.3% 83.6% 

 あかしあ台 569 91.9% 76.8% 

 清見台 1,832 98.3% 89.1% 

 自由ケ丘 319 103.1% 99.4% 

駅前市街地 14,195 95.6% 80.8% 

既成市街地 10,071 100.7% 92.5% 

工場が立地する住宅地 536 95.5% 80.0% 

市内に点在する既存型集落地 2,692 88.6% 67.9% 

公的賃貸住宅がある住宅地 1,895 79.3% 49.0% 

市全体 47,379 95.3% 79.5% 

 

【問６①：今後の利活用方法】 

・「売りたい(54件)」との回答が特に多

く挙げられています。 

・その他、回答が多い順に「今のまま使

用したい(21件)」「貸したい(20件)」

「子どもに譲りたい(15件)」となって

います。 
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現居住地からの距離が遠い

高齢のため維持管理が困難

体調不良のため維持管理が困難

業者に依頼したいが費用が高い

管理を頼める人を探すのが困難

管理の手間が大変で充分な対応が困難

相談したいが相談できる場がない

特に困っていない

その他
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有効回答者数：84人

回答総数：121件
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5

今のまま使用したい

子どもに譲りたい

貸したい

売りたい

更地にしたい

利活用したくない、利活用できない

わからない

その他
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有効回答者数：93人

回答総数：139件
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9
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5

空家等を修繕する場合の費用や進め方

空家等を賃貸する場合の費用（収入・支

出）や進め方

空家等を売却する場合の費用（収入・支

出）や進め方

空家等を取り壊す場合の費用や進め方

維持管理を業者に頼む場合の業者紹

介・サービス内容・費用等

住宅の流通促進に向けた業者紹介・

サービス内容・費用等

空家等の荷物整理に関する業者紹介・

サービス内容・費用等

効果的な維持管理・メンテナンスの方法

に関して

苦情などのトラブルに関して

防犯に関して

防災に関して

土地・空家等の権利に関して

相続に関して

税金に関して

成年後見・任意後見に関して

相談したい事はない

その他

0 10 20 30 40

有効回答者数：78人

回答総数：181件

※複数回答を可としている設問や複数回答されている方がいる設問については、有効回答者数と回答総数の両方を記載しています。 
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【問６③：住宅関連セミナーで聞きたい内容】 

・回答が多い順に「住宅を修繕する場合の費用や進め方(190件)」「住

宅を売却する場合の費用（収入・支出）や進め方（182件）」「効果

的な維持管理に関して（160件）」となっています。 

《住宅特性別集計より》 

【問５②：将来の住宅・土地の所有・活用】 

・全体では、子どもや親族との間で自ら所有・活用する結論となっていない割合が 41.6％

を占めています。 

・開発団地は他地域と比べ、子どもや親族との間で自ら所有・活用する結論となっていな

い割合が高くなっています。 

【問４③：一番近くの親族の住所】 

・回答者の 54.7％は、市内に子ど

もや親族が居住していない状

況となっています。 

②市内居住者向けアンケート結果（抜粋） 

【問３⑪１）：除草の頻度】 

・回答者の内の 10.0％の方が「1 年

に 1回程度以下」となっています。 

【問４⑨：住み替えの検討】 

・全体では、「検討している」との回答は 8.5％となっています。 

・上記の内訳を見ると、69.7％が「開発団地」の居住者となっています。 

【問３⑪２）：樹木・高木の剪定頻度】 

・回答者の内の 56.2％の方が「1 年

に 1回程度以下」となっています。 

【問３③：登記上の所有者】 

・実際の所有者に登記変更さ

れていない割合は 4.6％と

なっています。 

週に1回

程度

14.7%

月に1回程度

50.3%

半年に1回程度

25.0%

1年に1回程度

5.2%

数年に1回程度

1.3%

ほとんど何も

していない

3.5%

有効回答者数：708人
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修繕する場合の費用や進め方

賃貸する場合の費用や進め方

売却する場合の費用や進め方

取り壊す場合の費用や進め方

維持管理の業者紹介・費用等

効果的な維持管理に関して

苦情などのトラブルに関して

住宅の耐震化に関して

土地・建物の登記に関して

相続に関して

税金に関して

成年後見・任意後見に関して

聞きたい事はない

その他

0 50 100 150 200

有効回答者数：644人

回答総数：1,441件

検討し

ている

8.5%

検討していない

91.5%

有効回答者数：773人

開発団地

69.7%

駅前市街地

10.6%

既成市街地

15.2%

工場立地

市街地

1.5%

既存集落地

3.0%

有効回答者数：66人

実際の所有者である

94.4%

実際の所有者

ではない

4.6%

わからない

1.0%

有効回答者数：796人

週に1回程度

0.8%

月に1回程度

5.8%

半年に1回程度

37.2%
1年に1回程度

49.7%

数年に1回程度

4.4%

ほとんど何もし

ていない

2.1%

有効回答者数：707人

※「全体」には居住地未回答者の回答が含まれています。 
※四捨五入の関係により、合計が 100％にならない場合があります。 

河内長野

市内

45.3%

大阪府内の河

内長野市外

38.2%

大阪府

外の関

西圏内

8.7%

関西

圏外

7.8%

有効回答者数：747人

54.1%

48.4%

61.6%

61.3%

33.3%

77.8%

2.0%

1.4%

4.1%

2.0%

0.3%

1.4%

2.0%

3.3%

15.6%

16.6%

15.1%
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33.3%
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33.3%

11.1%
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3.8%

2.0%
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全体

開発団地

駅前市街地

既成市街地

工場立地住宅地

既存型集落地

子どもや親族が使用する

賃貸物件として活用する

居住以外の用途で活用する

更地にして活用する

地域のために活用する

土地・建物とも売却・寄付する

結論は出ていない

その他

有効回答者数 316人

回答総数 358件

有効回答者数 184人

回答総数 211件

有効回答者数 65人

回答総数 73件

有効回答者数 44人

回答総数 49件

有効回答者数 1人

回答総数 3件

有効回答者数 18人

回答総数 18件

※複数回答を可としている設問や複数回答されている方がいる設問については、有効回答者数と回答総数の両方を記載しています。 
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６．基本方針                                  ７．基本方針を踏まえた対策の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 

 

課 題 

 

●空家等の有効活用に

関する情報が不足し

ています。 

●多種多様な内容につ

いて身近に相談でき

る体制作りが求めら

れています。 

 

 

●今後、空家等の大量発

生が懸念される中、居

住中でも草木等の管

理ができていないケ

ースもあり、空家等に

なる前からの対応が

求められます。 

 

●適切な管理が行

われていない空

家等や空き地の

中には、地域住

民の生活環境に

深刻な影響を及

ぼすものがあり

ます。 

 

視点:空家等の 

利活用 

●所有者の高齢化や

小世帯化により、所

有者自ら管理でき

なくなることが懸

念されます。 

●空家等に関する情

報のニーズは多岐

に渡ってきており、

効果的な情報提供

が必要です。 

 

視点:放置空家等に 

なる前に 

視点:放置空家等 

への対応 

視点:空家等に 

 なる前に 

 

 

・空家等の対策は、その発生予防が重要です。このため、既存住宅等の流通促進を図るため、既

存施策を適宜見直し、効果的な施策展開を図ります。 

・草・立木竹の管理については、空家等になる前から適切な管理を所有者に促すとともに、空家

等になった際の活用方法について、早い段階から検討する機会を設けます。 

 

 

 

 

・今後、世帯の減少が多く見込まれる郊外開発団地については、立地適正化計画との整合を図り

ながら、現在のゆとりある住環境の維持を目指します。 

・都市計画に定められた用途地域の範囲内において、空家等の有効活用を促し、多様な利活用を

促進します。 

【基本方針２】 

都市計画と連動した空家等対策の推進 

 

 

・空家等の適正管理の促進のため、庁内関連部局や専門家と連携を図り、多様な相談体制を構築

します。 

・先進事例の把握に努め、関連団体等と連携しながら、効果的な施策展開や適正管理の促進に努

めます。 

【基本方針３】 

空家等の適正管理の促進 

空き家を巡る課題は、多岐にわたっています。「空家等になる前に」「空家等の利活用」「放置空家等

になる前に」「放置空家等への対応」の４つの視点の課題を踏まえ、河内長野市における空き家対策を

総合的かつ計画的に推進していくための基本方針を次のように定めます。 

【基本方針２】 

都市計画と連動した空家等対策の推進 

河内長野市において推進する空家等対策について、４つの基本方針に向けた取り組みの考え方

を以下に示します。 

【基本方針１】 

空家等の発生予防の促進 

【基本方針３】 

空家等の適正管理の促進 

 

【基本方針１】 

空家等の発生予防の促進 

【基本方針４】 

近隣に悪影響を及ぼす空家等への助言指導 

 

 

 

・空家等の適切な管理は、第一義的には所有者の責任において行われるべきものです。このため、

近隣に悪影響を及ぼす空家等については法に基づき、空き地についてはきれいなまちづくり条

例に基づき、所有者に適切な管理を求めます。 

・特に生命、財産等に悪影響を及ぼす可能性のある特定空家等については、法に基づく措置の適

用を検討します。 

【基本方針４】 

近隣に悪影響を及ぼす空家等への助言指導 



- 5 - 

 

８.推進する対策 

基本方針 対策 具体的な取組 

空 家 等 の

発 生 予 防

の促進 

◆市民意識の醸

成・啓発のため

の情報発信 

◆相談体制の構築 

◆住宅・空家等の

所有者の責務に

係る意識啓発 

・不動産売買・賃貸相談会の開催 

・成年後見制度や家族信託制度等の周知と相談・利用しやすい体制の

構築 

・マイホーム借上げ制度の情報発信の強化 

・終活セミナーの開催 

・住宅関連セミナーの開催に合わせた無料相談会の継続・充実 

・広報やホームページ等を活用した情報発信の強化 

都 市 計 画

と 連 動 し

た 空 家 等

対 策 の 推

進 

◆空家等の利活用

の促進 

◆立地適正化計画

との連携 

・宅建業者と流通促進策の検討 

・空家等の所有者と活用したい事業者をつなぐマッチングの仕組みの

検討 

・河内長野市空き家バンクの登録の促進 

・リノベーションまちづくり講座の開催 

・立地適正化計画に即した対応 

空 家 等 の

適 正 管 理

の促進 

◆適正管理に向け

た支援 

◆専門家による空

家等の問題を解

決する仕組み作

り 

・ケアマネージャーや社会福祉士、民生委員等、空家等に関わる方へ

の空家等の問題に関連する講習会の開催 

・自治会ハンドブック等を活用した情報提供 

・問題のある空家等の流通促進体制の構築 

近 隣 に 悪

影 響 を 及

ぼ す 空 家

等 へ の 助

言指導 

◆放置空家等に対

する行政の役割 

◆特定空家等に対

する取組 

・所有者による空家等の適切な管理を促すための、法に基づく助言 

・倒壊の危険性がある木造住宅の除却促進 

・空き地等の所有者が必要な措置を講ずるよう、きれいなまちづくり

条例に基づき行う助言、指導 

・法に基づく特定空家等に対する指導や措置の適切な運用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○空家等の利活用の促進 

・市内の空家等を取り扱う宅建業者と流通の促進に向けた意見交換を行うとともに、流通していない空家

等を流通させる仕組みを検討します。 

 

○専門家による空家等の問題を解決する仕組み作り 

・問題のある空家等の流通促進や利活用を図るため、市内の空家等を取り扱う宅建業者や弁護士、司法書

士等の多様な専門家や空家等に関連する多様な事業者と連携し、放置空家等の問題を解決する体制の構

築を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有効活用の働きかけ 

宅建業者の紹介 

流通していない 

空家等 

河内長野市 宅建業者 

流通促進に

向けた提案 

流通促進に

向けた具体

策の協議 

空家等の所有者の意向に

応じて、売買等の提案 
売買等の契約 

相談 

専門家チームによる提

案を、所有者に伝達・

専門家とマッチング 

相談内容に応じ、各専

門家等と協議 

近隣に悪影響 

問題のある空家等 近隣住民等 

河内長野市 

市へ相談 

（仮）空家等改善推進協議会 

売買や相続問題の解決、成年

後見や登記、空家等の適正管

理に関する提案 

宅建業者 

弁護士 

司法書士 等 

相談内容に

応じた提案 
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９.計画の目標設定 

本計画の対策や具体的な取組の実施により達成される目標を、基本方針に応じて以下のとおり定めます。 

 
目標指標 現状値 10年後の目標 

空家等の発生

予防の促進 

空家等の種類が「二次的住宅、賃貸用の

住宅、売却用の住宅」を除く「その他の

住宅」であるものの割合 

38% 35％ 

空家等の適正

管理の促進 

法や条例の規定による助言・指導を行っ

たケースのうち、改善されたケースの割

合 

51% 55％ 

なお、住宅・土地統計調査は５年毎に実施されており、本計画の策定時、最新となる平成 25 年時点の数値

を「現状値」として設定しています。 

 

10.計画の進行管理 

・本計画を着実に推進していくため、「ＰＤＣＡサイクル」に基づく進行管理を行うこととし、目標指標等の

定量的な指標を用いて計画の進捗状況を評価し、関係課と情報を共有します。 

・本計画は 10年間の計画ですが、必要に応じて 5年後を目途に中間見直しを行います。 

■ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐlan（計画） 

・計画づくり 

Ｄo（実行） 

・空き家化の未然予防 

・空家等の利活用・適正管理 

・管理不全な空家等への対応 

Ａction（改善） 

・取組内容の改善・改良 

・5 年後に中間見直し 

Ｃheck（評価） 

・定期的・継続的な実態調査による

現状・課題の把握・評価 

・対策の進捗状況の把握・評価 

問い合わせ先 

河内長野市原町一丁目 1 番 1 号 

河内長野市役所 都市づくり部 都市創生課 

TEL:0721-53-1111 


